
（参考）
マーク等の使用承認の手続きについて



STEP１
マーク等の使用計画を審査します。

＜提出書類＞ 
・浜名湖花博2024マーク等使用承認申請書（販売する商品）
（様式第１号）
・企業・団体等の概要が分かる書類（様式自由）
 項目：会社設立日、資本金額、従業員数、
 ※前年度実績（イベント名、売上高、商品名など）
・企画・デザインラフ案（様式自由）
・誓約書

〈審査において承認された場合、「浜名湖花博2024マーク等使用承認 
 書」（販売する商品）（様式第２号）を送付いたします。〉

【販売する商品の場合】
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使用申請
デザイン申請
（ラフ案）

使用承認の手続きについて
 浜名湖花博20周年記念事業（以下「浜名湖花博2024」という。）のロゴタイプ及びシンボルマーク並びにPR
キャラクター(以下｢マーク等」という。) を、販売する商品または販売しない制作物等（以下｢商品等｣とい
う。）に使用する際は、以下の手順に従って実行委員会事務局（以下「事務局」という。）の承認を得ていただ
きます。
 申請された内容が、実行委員会が別に定める「浜名湖花博2024マーク等使用取扱要綱」の規則等や「浜名湖
花博2024デザインマニュアル」に反する場合は、マーク等の使用を承認することができません。
 なお、申請に必要な提出書類については、申請の段階ごとに使用する様式を各自ダウンロードし、御使用くだ
さい。
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商品等確認申請
（本デザイン）

STEP２
マーク等を使用した商品のデザインを審査します。

〈提出書類〉
・浜名湖花博2024商品等確認申請書（企画･デザイン）（販売する商品）(様
 式第４号)
・浜名湖花博2024商品等確認申請明細書（販売する商品）（様式第４号イ)

〈審査において承認された場合、「浜名湖花博2024商品等確認承認書」（販 
 売する商品）（様式第５号）を送付いたします。〉

※審査の結果、事務局が商品が適正でないと認める場合、「浜名湖花博2024
商品等確認不承認通知書（販売する商品）（様式第６号）を送付いたします。
その場合、修正したうえで改めて上記の提出書類をご提出ください。



STEP３
製造する全ての商品に承認番号を明示していただきます。
PRキャラクターを使用する商品には、著作権の表記を明示していただきま
す。（浜名湖花博2024デザインマニュアル２番参考）
また、完成品見本を販売開始前に提出してください。

＜提出物＞
・完成品（１セット）（データでも可）
※提出いただいた完成品見本は返却いたしません。

販売開始
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商品への承認番号明示
著作権表記の明示
完成品見本の提出

実績の報告

STEP4
実績の報告を確認します。
承認期間の終了後若しくは、「浜名湖花博2024マーク等使用取扱要綱」の第
27条に定める期間の終了後に速やかに提出してください。

〈提出書類〉
・浜名湖花博2024マーク等使用実績報告書（販売する商品）(様式第９号)

STEP4

商品等の販売・流通について                 
（１）申請者において、商品等は各自のルートで販売していただきます。
        会期中会場内での商品等の販売は、公式記念品売店でのみ可能とな
   ります。ここでの販売を希望する者は、使用の承認を受けた後、事
   務局へ御連絡ください。事務局で取りまとめた後、営業管理本部公
   式記念品売店担当（以下「公式記念品売店担当」という。）へ報告
   いたします。ただし事務局は、公式記念品売店担当へ申請者を斡旋
   するものではありませんので、あらかじめ御了承願います。申し込
   みの締切りは令和６年２月15日までとします。また、使用者が製作  
   する商品等の全てが、公式記念品売店での販売を保障するものでは
   ありません。商品等の採用・不採用は、公式記念品売店担当におい    
   て総合的に判断いたします。
（２）商品等は製造後、会場外において自己販売ルートで販売できるもの
   とします。
（３）申請者においては、商品等の販売に関し次の各号に定める事項を遵
   守していただきます。
        また、申請者が流通業者へ商品等を卸す場合においても、その流通
   業者にこれらが遵守されることを条件に販売取引を行なっていただ
   きます。
   ア）マーク等を使用した商品等を別の商品の一部として、または別
     の商品と抱き合わせで販売することはできません。
    イ）申請者は、商品等の販売においては、マーク等のイメージ及び
     評判を損なわない方法においてこれを行っていただきます。 
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完成品見本の提出

STEP３
完成品を提出してください。

＜提出物＞
・完成品のデータまたは写真

使用開始
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初稿の提出

STEP２
マーク等の使用計画や文面を審査します。

＜提出書類＞ 
・企画・デザインの初稿
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使用申請
デザイン申請
（ラフ案）

【販売しない制作物の場合】（印刷物、看板、WEBサイト 等）

STEP１
マーク等の使用計画を審査します。

＜提出書類＞ 
・浜名湖花博2024マーク等使用承認申請書(販売しない制作物)
 (様式第Ⅰ号)
・企画・デザインラフ案（様式自由）

〈審査において承認された場合、「浜名湖花博2024マーク等使用承認 
 書〉（販売しない制作物等）（様式第Ⅱ号）を送付いたします。


